
カ ン トのい う道徳 的 な よさの検討

寺 田 俊 郎

カソ トが道徳 の最高原理 として掲げ る定言命法は,純 粋実践理性 の活動の原則 を示

す ものであ り,カ ン トの実践哲学 にとって理論上不可欠 の原理であることは言 うまで

もない。 さらに,定 言命法を現実 に意識 しているこ とこそ我々の意志 の自由の証 しで

あ るとされ ていることを考 えあわせ るな ら,定 言命法は カソ トの全形而上学 のなかで

非常に重要な理論上 の意識 を有 してい ることも明 らかであ る(KPV70£)〔1}。 しか し

同時に,定 言命法は我kの 道徳的な生に寄与す るとい う実践上 の意義を有す る とも,

カソ トは考xて いる(KPV14a.,Vgl.403ff.)。 もし定言命法が実践上の意義 を有す

るとすれ ぽ,そ れは,(1)一 定 の内容があ り,し か も(2喀観性が ある,道 徳的な よさを

示すこ とが 出来なけれ ばな らない。本稿は,定 言命法 を上 の二点を中心 にして検討す

ることを通 じて,カ ン トのい う道徳的な よさが どのよ うな ものであ るかを明 らかにす

る ことを 目的 とす る。

1

カン トは,『 道徳形而上学の基礎 づけ』第一章で道徳的価値について次の三つの命

題 を挙 げてい る。(1)義務に適 った(pflichtmaBig)行 為 ではな く義務 に基づいた(aus

P且icht)行 為が道徳的価値 を持 ち,(2)義 務に基づ いた行為の道徳的価値は行為 の結果

ではな く行為が則 る格 率(Maxime)の うちにあ り,(3)義務 とは法則に対する尊敬に

基づいた行為 の必然性である。(397-400)そ れ ゆえ 「道徳的 と呼ぼれ る卓越 した善を

形づ くるのは……明 らかに理性 あるものの うちにしか生 じない法則 の表象そのものに

他な らない。」(401)そ れでは,こ の 「法則」とは どの ようなものであろ うか。それは

「私 は,自 らの格率が普遍的法則 とな ることを欲す ることも出来 る仕方以外の 仕方で

振 る舞 うべ きではない」(402)と い う法則である。 この法則は,第 二章では次の よう
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な定式を与 え られてい る。 「君の格率が普遍的法則 となることを,君 が同時に当の格

率を通 じて欲す ることが出来 る,そ んな格率 に従 ってのみ行為せ よ。」(421)こ の定

式は 「唯一の命法」 と呼ぼれ,定 言命法は これ 一つで あるとされ ている(ib量d.)(2)。

定言命法は 「命法」 とい う形式一 理性 によって完全に規定 され るわ けではない意

志に対す る強制を表わす実践的法則の形式一 を とっているが,他 の実践的法則,た

とえばカン トが 「思慮 の命法」(416)と 呼んでいる もの と比べてある際立った点があ

る。それは,為 され るべ き行為その もので も,為 され るべ き行為が則る格 率そのもの

で もな く,為 され るべ き行為が則る格 率の基準を指示する とい う点である。定言命法

は具体的な道徳的義務 を指示す る法則ではな く,定 言命法 が遵守 され ることによって

ある行為が義務 としての拘束力を帯びる とい った底の もの,す なわちある行為が道徳

的義務であ るための制約を指示する ものであ る。いわ ぽ定言命法は道徳 的義務 の形式

一 もちろん 実践的法則を 表明す る 単なる 言語形式に とどまらない 意味で一 であ

り,格 率が実質である といって よいであろ う。

II

それ では,格 率 とは何で あろ うか。た とえば次の よ うに説 明されている。 「格率は

行為の主観的原理であ り,客 観的原理す なわ ち実践的法則 とは,区 別 され なければな

らない。前者は,理 性 が主体の諸制約に従 って(し ば しぼ主体 の無知や傾 向性に した

が って)規 定す る実践 的規則を含み,し たが って,主 体 がそれに従 って行為す る原則

である。 しか し,法 則はあ らゆ る理性ある ものに妥当する客観的原理であ り,主 体が

それに従って行為すべ き原則,す なわち命法 である。」(421a.)カ ン トは,人 間は何

らか の規則に則 って行為する ことが 出来 ると考x,あ る行為の規則は,他 の規則 と共

に一層一般的な規則 に包摂 され,さ らにその規則は よ り一層一般的 な規則に包摂 され

るとい うふ うに,い わば位 階構造をなす と考}て い る。 た とえば,「 行 きつけの喫茶

店 では コーヒーではな く ミルクを飲 む」 とい う行為 の規則は,「 出来るだけ 嗜好 品は

摂 らない よ うにする」 とい う規則に包摂 され ると考}る ことが 出来,さ らに後者は

「出来 るだけ健康 の促進に努める」 とい う規則に 包摂 され ると考tる ことが 出来るで

あろ う。「原理(Prinzip)」 または 「原則(Grundsatz)」 の本来の意味か ら言xぽ,こ

のよ うな諸規則 のなかで最 も高 い一般性を持つ ものが行為の原則 と呼ばれ るのだ と考

一25一



え られ る(KPv35,vgl.Logikllo){3)。 しか し,行 為 の原則があま り一般的す ぎる

な らば,意 志を 「規定する(bestimmen)」 ことが出来ず,一 定の行為を惹起する こと

が出来 なくな り,「主体がそれに従 って行為す る」ことが出来な くな る(41。実践的な意

味 を持つためには,行 為の原則は意志を規定する ことが出来るだけの具体性を も持た

なければな らない。

このよ うな行為 の原則の うち,主 観的な ものが格 率と呼ばれる。行為 の原則が 「客

観的(objektiv)」 とは,そ の原則が 「あ らゆ る理性あるものに妥当す ると認識 され る」

とい うことであ り,そ れに対 して 「主観的(subjektiv)」 とは 「当の主体の意 志に妥

当す るとその主体 に よってみな され る」(KPV19)と い うことである。「主観 的」 と

は,ま ず,当 の主体 に妥当するのみで他 の主体 には必ず しも妥当 しない とい うことで

ある。 「主観的」 とは,さ らに,自 らの意志に妥当す る と 「その主体 によってみなさ

れ る」 とい うこと,す なわ ち 当の主体が 自らの 原則 となす ことによって 妥当性を得

る とい うことで もある㈲。前者 の意味での主観性は,格 率の恣意性 に通 じる。 格率は

「主体 の諸制約に したがって 理性が規定する」(427)の ものであ り,ま た 「欲求 と傾

向性か ら理性の協働を通 じて生 じる」(ibid.)ものであるか ら恣意的なのである。後者

の意味での 主観性は主体性に通 じる。 格率の主体性は,選 択意志(Willkiir)の 自由

に関す るカン トの考 え方に も示唆され ているよ うに思われ る。「意志か ら法則が生 じ,

選択意志か ら格 率が生ず る」(MS226)の だが,人 間の選択意志は,感 性的な動機 に

影響 を受け るに して も,そ れのみを通 じて規定 され るのではな く,理 性 によって規定

され得 るとい う意味で 「自由な選択意志」(B830)で あ る。 この選択意志 の自由に基

づいて人間はある行為原則を 自らの格率 として採択 する こと`.¥Tよって,自 ら意志を規

定す ることが出来るのであ る(MS226,Vgl.REL23f.)。 したがって格率は習慣 的

行動 形式 を単に記述 した ものではない。格率ぼ,我 々が 自らのもの として採択す るこ

とに よって初めて我kの 行為の原則になる。我kは,格 率を反省するこ とによって,

それ を採択す ることも却下す ることも出来 るのである⑥。

皿

定言命法は採択 されるべき格 率の基準を指示す る。 「我kの 行為 の格率が普遍的法

則になるこ とを欲す ることが出来なけれ ぽな らない。 これが行為の道徳 的判定一般の
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基準である。行為 の中には,そ の格率が普遍的法則であ ることを矛盾な く考 えること

さz.出 来ないものもあるが,そ のよ うな ものが普遍的法則 になるべ きだ と欲す ること

が 出来ないこ とは言 うまでもない。 また,行 為 の中には,な るほどその ような内的不

可能性はないが,意 志が 自分 自身に矛盾す るとい う理由で,そ の格率が 自然法則 のよ

うな普遍性 にまで高め られ ることを欲する ことの出来ないものもあ る。」(424)「 格率

が普遍的法則にな ることを欲す ることが出来 る」 とは,格 率が普遍的になった と想定

して も,思 惟や意志の 矛盾が 起 こ らない とい うことであ ると考え られ る。 この こと

を,カ ン トが挙げている四つの例の うち,思 惟の矛盾 を示 してい る例 と,意 志の矛盾

を示 してい る例をそれ ぞれ一つずつ取 り上げて確かめてみ よ う(7)。

1.偽 りの約束 をしてす る借 金 困窮 して金を借 りなければな らな くなった人が,

「私は金に困っていると思 うときには金を借 り,決して返 さない ことを知 っていて も返

す と約束 しよう」 とい う格率を採択す るとする。この格率が普遍的法則 にな った と想

定す ると,誰 もが約束を信 じよ うとしな くな り,約 束 そのもの と約束 によって達成 さ

れ るべ き目的が不可能 にな って しま うか ら,こ の格 率は自己に矛盾せ ざるを得ない。

(422)2.他 人 の困窮に対す る無関心 自分 は安泰に生 きてお り困窮 している人 を助

け ることの出来 る立場にある人が,「神の意志や 自分の努力で誰が幸福になろ うと,私

は彼 らか ら何 も取 り上げないだ ろ うし,彼 らを羨み もしないだろ う。ただ,彼 らの福

利のために,ま た困窮 した彼 らを助けるために,私 が何かを提供す る気はない」 とい

う格率を採択す るとする。この格率が普遍 的法則 とな った と仮定 しても,人 類 は存続

し得るが,こ の格率を 持つ当人が 他人の助 けを 必要 とす る場合 も考xら れるか ら,

この格率が普遍的法則であってほしい とい う意志は 自己 自身 に矛盾せ ざるを得 ない。

(423)

1.の 例の格率を簡潔に〈私は,困 窮すれ ぽ返 さない ことを知 っていて も返す と約

束 して 金を 借 りることにしよ う〉 とする。 この格 率を 普遍的法則 として考 えると,

<あ らゆる者が,困 窮すれ ば返す ことが出来 ない と知 っていても返す と約束 して金を

借 りる〉 とい うことになる。確かに この ような法則のある世界では困窮 した人が金を

借 りることが出来な くな り,不 幸な ことになるだ ろ う。 しかし,カ ン トの言 う「矛盾」

は,そ の ような世界が不幸 な世界だ とい うところにあ るとは思われない。 どんな不幸

な世界を考 えることも論理 的に不可能ではないか らである。そ こで,矛 盾 として次の

二つの場合が考え られる。(1)そのような世界では,当 の格率は金を借 りるとい う目的
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を持つ と同時にその 目的を 達することの出来ない不合理な 格率になる とい う矛盾〔81。

②その ような世界を支配す るく偽 りの約束を して金を借 りる〉 とい う普遍的法則は,

〈約束は守 られ るものだ〉とい うまった く相反す る法則 を前提 としなければ意味がな

い とい う矛盾(9)。ここでは,前 者 の解釈を採 らざるを得 ない よ うに思われ る。 なぜな

ら,後 者 の矛盾は,約 束 とい う言葉の使 い方 の誤 りとして当の格率 自体 のなかに既に

含まれてお り,当 の格 率を普遍的法則 として想定する ことが無用になるか らであ る。

つ ぎに,2.の 例の格 率を簡潔に〈私 は他人 に干渉 しない代わ りに他人を助 けもしな

い ことにしよ う〉 とす る。 この格率を普遍的法則 と考xる と,〈 あ らゆる者が他人に

干渉 しない代わ りに他人を助け もしない〉 とい うことになる。 この よ うな世界を考え

てみて も,さ きの例の ような矛盾は生 じない。 しか し,こ のよ うな普遍的法則があ っ

てほ しい と考 える とすれぽ,意 志は 自分 自身 に矛盾する ことになる。 なぜな ら,「 当

人が他人 の愛 と同情 を必要 とす る場合 がい くらで も生 じるであ ろ うが,そ の場合彼は,

自分 の意志に よって生 じた上の ような自然法則に よって,自 分の望む援助 のあ らゆる

期待 を自分か ら奪 うこ とにな るであろ うか ら。」(ibid.)ua

以上 よ り明 らかな ように,定 言命法 は,あ る格率が普遍的法則 として妥 当す るとい

う想定 の下で意志の矛盾がないか どうか を審査 し,そ の審査 に合格 した格 率のみを採

択 せ よと指示 している。この審査の手続 きを通 じて採択 された格率が道徳的義務を指

示 し,そ の義務に基 づいて為 された行為 が道徳的価値 を持つ ことになる。 さて,格 率

の審査の手続 きについて,注 目すべ き点が二つあ る。 まず1.,2.何 れ の例に於い

て も,思 惟 または意志 の矛盾その ものは論理的な ものであるに して も,そ れ を知 るた

めには経験的な知識が必要 とされ るとい う点であ る。1.の,あ らゆる ものが偽 りの

約束を して金を借 りれ ば誰 も金を貸 さな くなるだろ うとい う推理は,一 般 に人間は偽

りの約束が度重なれば約束を信 じようとはしな くなる ものだ とい う経験的知識に基づ

き,2.の,自 分 も困窮す る可能性があ りそ の時には助 けてほ しい と思 うだ ろ うとい

う想定は,一 般に人間は困窮す ることがあ り,そ の時には助けてほ しい と思 うとい う

経験的知識,そ して 自分 もまたそ うい う人間 の一人であるとい う経験 的知識 に基づい

てい るか らであ るUD。つ ぎに,定 言命法に則 った格 率がすべて 道徳的義務 であるとは

限 らない ように思われる とい う点である。定言命法は 「君 の格率が普遍的法則 とな る

ことを,君 が当の格 率を通 じて欲する ことが 出来ないな らば,そ れに従 って行為 して

はな らない」 とい う論理的に等価な定式 に書 き換}る ことが 出来るU?Jaす なわち,定
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言命法 は,普 遍的法則になることを欲するこ との出来 るあ らゆる格率に従 うことを命

じるのではな く,そ れ以外 の格率に従 うことを禁 じるのである。 こあ点をカ ソ ト自身

は次のよ うに表明 している。 「…… この定言命法に照 らして,あ る行為が許 された り

許 され なか った りする(erlaubtoderunerlaubt),す なわ ち道徳的に可能であった り

不 可能 であった りするが,そ の うちい くつかの もの,ま たはその反対の ものが道徳的

に必然的すなわち拘束的(verbindlich)で あ る。」(MS221,Vg1.439)定 言命法は,

道徳的 に許 され る行為 の基準であ る。

IV

さて,定 言命法は,(D一 定の内容があ り,し か も(2喀観性がある,道 徳的な よさを

確定す るとい うこ とが出来るだろ うか。 まず,(1)に 関 していえば,道 徳的義務の実質

が格率 として示 され るか ぎ り,一 定 の内容のある道徳的な よさが示 されている とい う

ことも出来そ うであ る。 しか し,定 言命法に則 った格率は道徳 的に許 され る行為 を指

示するだけで,必 ず しも道徳的義務を指示 しないのであ った。 それでは,道 徳的 に許

される行為 の中か ら道徳的義務を選びだす基準は何であろ うか。 カン トは,そ れ以上

の基準を示 していない。それゆ え,や は り定言命法は一定 の内容を持 った道徳的義務

を確定す ることが出来ず,し たが って,一 定 の内容を持 った道徳的な よさを確定 出来

る とはい えないのである。

つ ぎに,② に関 してもやは り否定 的に答えなけれぽな らない。仮に道徳的 に許 され

る行為 の中か ら道徳的義務を選びだす ことがで きた としても,定 言命法 を通 じて確定

され る道徳的義務 の実質は個kの 行為主体の格率に よって与え られる。 もちろん,格

率は 「法則一般 の普遍性」(421)に 照 らして審査され るのだが,格 率は行為 の主観的

原則であって,現 実的に普遍的法則であ るわけではない。 また,な るほど審査は,最

終的に無矛盾性 とい う論理的基準 に訴え るけれ ども,そ の手続 きのなかでは経験的知

識が必要 とされ る。 したがって,同 一の格率を審査 した として も行為主体が異るに応

じてkな 判定が下 される ことがあ り得るのである。その普遍性は個 々の行為主体が

「普遍的法則 にな ることを 欲する ことが 出来 る」限 りで の,い わば行為主体 の意志 に

支}xら れ ることに よってのみ存立 し得る普遍性であ る。 このよ うな事態をカ ン トは意

志 自身が 「普遍法な法則を立てること(allgemeineGesetzgebung)」 ととらえ(431
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ff.,KPV27f.),そ れを道徳 性の 原理 として 積極的に論 じ,最 終的に 「意志の 自律

(AutonomiedesWillens)」(433,KPV33)と も呼んでいる。「もし定言命法がある

な ら(す なわ ち理性 あるもののあ らゆ る意志 に対す る法則が あるな ら),そ うい う命

法 の命 じる ことは,同 時に 自らを普遍的な法則を立て る者 ともみなす ことがで きる よ

うな 自己の意志の1格率に 基づいて,す べてを なす ことで しかあ り得ない。」(432,

Vgl.MS225)r実 践理性批判』では意志の 自律が前面 に出 され,「 純粋実践理性の根

本法則」は 「君 の意志 の格率が常 に同時に普遍的な法則を立てる原理 として妥当 し得

るよ うに行為せ よ。」(KPV30)と されている。 しか し意志は直ちに 「普遍的に立法

す るもの」 になるわ けでは な く,た だ 自らを そのよ うな もの と 「みなす ことが 出来

る」だけであ り,「各kの 理性ある ものの意志が普遍的に立法す る意 志である」(431)

とい うことは 「理念」(ibid.)に す ぎないのである。 したがって,定 言命法 を通 じて示

される道徳的義務はあ らゆる理性ある ものに妥当する客観性 を持つ とは言えないので

ある。

V

以上の ように,定 言命法は道徳的義務を確定 出来 るとはいえない。 したがって,定

言命法は,少 な くとも行為に 関するか ぎ り,道 徳的 なよさを 確定出来る とは いxな

い。 カン トの道徳哲学は単に形式的で空虚である とい う批判,た とえば,定 言命法は

既に承認 され てい る道徳的価値 を分析す る単な る手段にす ぎず,し たがって道徳的

な よさを 自立的 に確定出来ないq鋤とい う批判 が為 されて きたのも無理はない とい うべ

きであろ う。 しか し,定 言命法が単に形式的であることは,カ ン トの批判者たちが新

た に発見するまで もな く,既 にカン トが 自ら認 めていた ことであ り,む しろ,カ ソ ト

は道徳的原理の形式性に こそ重要 な実践的意義を認 めていた と考 えることも出来る。

そこで,問 いの方 向を変えて,形 式的な原理が道徳的な よさを確定 し,我kの 道徳的

な生 に寄与する とすれぽ,そ れは どのよ うに してであるかを考察 してみ よ う。

ここで,定 言命法が格率を審査す る手続 きを示 し,そ の審査に合格 した格率を採択

する ことを指示する命法で あることをも う一度想起 し,加 えて,そ の ような審査をす

ることが要求 される状況を想定 してみ よ う。格率の審査は,常 に具体的な状況下で,

しか もく どのよ うな行為すべ きか〉 とい う問いが切 実な意味を持っている状況で要求
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され るとい って よいで あろ う。我kは 自 らの道徳 的信念に常に確信 をもって依拠 出来

るわ けではな く,諸kの 事情に より自らの道徳的信念 に疑いを抱 くようになった り,

場合に よっては既知の どのよ うな道徳的信念 も行為の指針 として無力だ と感 じられる

よ うな状況 に直面 した りす ることがある。その度 ごとに,格 率の審査が為 され るので

あ り,審 査が一つの格率についてただ一度 だけに限 られる理 由はない。異なった状況

の下で,異 なった経験的知識に照 らして複数回為 され ることも可能 なのである。既に

明 らかに され たよ うに,行 為主体 の主観的 ・偶然的諸制約が多様 であるのに応 じて,

審査の結果 も多様であ り,そ の結果知 られる道徳的義務は原理的に客観的 とは言えな

いであろう。 しか し,用 い られ る手続 きは同一であ り,理 性あるす縛 てのものに妥 当

す る。 なぜな ら,主 観的 ・偶然的な諸 制約 の下での格率の反省過程を貫 いて同一の定

言命法 が意識 されていることは,カ ン トによれば,「純粋理性 の唯一の事実(dasein-

zigeFaktumderreinenVernunft)」(KPV31)だ か らである。 定言命法が指示

す る一貫 した客観的原則 に従 って 自らの格 率を審査す るとい う不断の反省過程 を通 じ

て,行 為主体は道徳的義務 に 自ら客観性を与えてい くのであ り,こ の過程に参与 し続

け る行為主体 の意志 こそ,固 よ り主観的偶然的 な諸制約の下 にある我kに あっては,

「普遍的な法則を立て る」意志,す なわ ち 「自律的な」意志 と呼ばれ るに相応 しいで あ

ろ う。

定言命法を原則 とす る不断の反省過程 とい う考えは,た とZ.ば カン トの徳(Tugend)

に関す る考 え方),rVt.表われていると思われ る。 「確固 とした心のあ り方(Gesinnung)

に基づいて意志が各kの 義務 と合致す ることが徳 であ り,こ れはあ らゆ る形式的な も

の と同様にただ一つあるだけである」(MS395)が,「 徳は常に進歩 してお りしか も

常に新 たに始 まる。前者は,客 観的にみれぽ徳は一つの理想 であ り到達不可能である

が,そ れ でもなおその理想 に絶えず近づ くことは義務である,と い うことか ら帰結す

る。後者 は,主 観的に,傾 向性に よって影響 を受け る人間の本性に基づいている……

道徳的な格率は技術的な格 率 とは違 って習慣 に基づ くことは出来ず・・…・その格率 の行

使が習慣 になった として も,主 体はそれ に よって格率採用 の際 の自由を失 うこ とにな

るであろ う。 この自由 こそ義務 に基づ く行為 の特徴であるのに。」(MS409)そ して,

「道徳的に よい心 のあ り方,す なわ ち徳」は 「理性あ るものに対 して普遍的立法へ の関

与 を与え,理 性あるものに可能な 目的 の国の構成員 の資格 を与xる 」(435)の である。

定 言命法を原則 とす る反省過程 に参与す ることに よって,我kは 「目的の国」す なわ
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ち理性 あるものに よって構成 され る道徳的な共同体 の構成員の資格を得 るαの。

定言命法を 原則 として 自らの格 率を吟味する 反省過程 に参与する 行為主体 の意志

は,道 徳的に よい意 志で あるとい って よいであろ う。 もし,我kが 定言命法を通 じて

一靭の主観的 ・偶然的諸制約に左右 され ない道徳的な よさを知 ることが出来 るとする

な ら,そ れは この ような意志 のよさであろ う。そ して,こ の意志の よさは あ らゆ る行

為の道徳的な よさの可能性 の制約である。なぜな ら,行 為主体が定言命法 を原則 とす

る格率の反省過程に参与 しなければ道徳的義務 もな く,し たが って道徳的に よい行為

もないか らで ある。 この ような よさこそ,あ らゆ る 「自然 の恵み」や 「幸運 の恵み」

が よい もので あるための制約で こそあれ(393),自 らは制約 され ることな く,「無制限

に よい とみなされ る」(ibid.)意 志 のよさが,現 実的な道徳的状況で 自らを告知す るか

たちではあるまいか。以上 のよ うに,あ らゆる行為の道徳的 なよさの可能性 の制約を

明示する限 りで,定 言命法は実践的意義を有す るとい うことが出来 るであろ う。
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(1)『 道 徳 形 而 上学 の基 礎 付 け 』(GrundlegungzurMetaphysikderSitten)か ら

の 引用 お よび 参 照箇 所 は ア カデ ミー版 全 集 第 四 巻 の頁 付 け で 示 す 。 他 の著 作 か

らの引 用 お よび参 照 箇 所 は,著 作名 を略 号 で 示 し,ア カ デ ミー版 の 頁付 けで 示

す 。 略 号 と収 録巻 は下 の通 り。 た だ し 『純 粋 理 性 批 判 』(Kritikderreinen

Vernunft=KRV)か らの 引用 は 慣 例 に 従 い 第 一版,第 二 版 の頁 付 け をA,B

で示 す 。KritikderpraktischenVernuft=KPV(V),Religioninnerhalbder

Grenzenderblol3enVernunft=REL(VI),DieMetaphysikderSitten二MS

(VI),Logik=Logik(IX)

(2)以 下 で は,定 言命 法 といxぽ 「唯 一 の命 法 」 を指 す もの とす る。 「唯 一・の命 法 」

の 他 に い くつ か の 定 式 が 挙 げ られ て い るが,「 唯 一 の命 法 」 が 基 本 で あ り,

そ の 他 の 定 式 は そ の ヴ ァ リエ ー シ ョンで あ る と考 えて よい と思 わ れ る。(Vg1.

436f.)

(3)L.W.Seck,ACommentaryonKant'sCritiqueofPracticalReason,

TheUniversityofChicagoPress,1961,p.77

(4)R.Bittner,Maximen,in:,,Aktendes4.InternationalenKant-Kongresses``,

G.Funke(Hrsg.),1974,5.490

(5)R.Bittner,op.cit.,5.486f.

(6)格 率 に は個 々の 主体 に 内在 化 して い る慣 習 的 な 道 徳 的規 範 や 道 徳 的 信 念 な ども

含 め られ る と考 え た い。R.Bittnerの 「格 率 は 生 き方 の規 則(Lebensrege1)

一32一



カン トのい う道徳的 なよさの検討

で あ り,私 が ど の よ うな 人 間 に な りた い か を 言 明 す.る 」 と い う規 定 お よ びT.

C.Williamsの 「人 生 観(philosophyoflife)」 と い う 呼 び 方 を 参 照 。R .

Bittner,op.cit.,S.489;T.C.Williams,TheConceptoftheCategorical

Imperative,OxfordUniversityPress,1968,p.17

(7)こ れ ら の 例 は 第 二 番 め の 定 式 の 例 と し て 挙 げ ら れ て い る が,「 唯 一 の 命 法 」 の

例 と し て 考 察 し て よ い で あ ろ う。 註(2)を 参 照 。

(8)H:J.Paton,TheCategoricalImperative,UniversityofPennsylvania'Press,

1971,p.153

(9)J.Kemp,"Kant'sExamplesoftheCategoricalImperative",in:R.P.

Wolff(edit.),Kant.ACollectonofCriticalEssays,UniversityofNotre

DamePress,1968,pp.252-3;Vgl.0.H6ffe,,,EthikundPolitik``,Suhrkamp
,

1979,S.108f.

⑩ こ の よ うに 考}た か ら と い っ て,カ ン トが 自 ら否 定 し た は ず の 自愛 の 原 理 に 訴

7..て い る と い う こ と に は な ら な い で あ ろ う。cf.M.G.Singer,Generalization

inEthics,Russell&Russell,1971,pp.273-4;J.Ebbinghaus,"lnterpre-

tationandMisinterpretationoftheCategoricalImperative",in:R.P.

Wolff(edit.),op.cit.,pp.220-1

⑪ こ の よ う な 解 釈 と 道 徳 性 の ア ・プ リ オ リな 原 理 を 提 示 す る と い うカ ン トの 意 図

と の 矛 盾 の 問 題 は も ち ろ ん 論 じ られ る べ き で あ る 。 た だ,カ ン トは ア ・プ リオ

リな 原 理 か ら個 別 的 な 道 徳 的 原 則 が 演 繹 さ れ る と考}xて い る と は 思 わ れ な い 。

cf.M.S.Singer,op.cit.,p.259;Vgl.O.Hoffe,op.cit.,S.104f.

⑫0.Hoffe,op.cit.S.103

⑬ ジ ン メ ル,『 カ ン ト』,ジ ン メ ル 著 作 集 第 四 巻 所 収(木 田 元 訳),白 水 社,1976,

164-5頁

⑭ た だ し,「 目 的 の 国 」 を 歴 史 的 ・社 会 的 に 実 現 さ れ る べ き 道 徳 的 共 同 体 と 同 一

視 す る こ とは 直 ち に は 出 来 な い 。cf.R.P.Wolff,AutonomieofReason,

Harper&Raw,Publishers,1973,pp.183-5

〔哲学 博士課程〕

一33一



Das Moralische Gute bei Kant

Toshiro TERADA

   Wenn der Kategorische Imperativ (KI) praktische Bedeutung hat, dalI er 
zu unserem moralischen Leben beitragen kann, dann mull er das moralische Gute 
irgendwie feststellen konnen, das bestimmt and objektiv ist. In dieser Abhand-
lung untersuchen wir den KI, um das moralische Gute bei Kant aufzuklaren. 

   Nach Kant hat eine Handlung aus Pflicht moralischen Wert, ihr moralischer 
Wert besteht in der Maxime, nach der sie ausgeubt wird, and Pflicht ist die 
Notwendigkeit einer Handlung aus Achtung furs Gesetz. Dieses Gesetz ist der 
KI. Diesser Imperativ weist auf keine individuellen Maximen hin , nach der ein 
Subjekt handeln soil, sondern ein Verfahren, Maximen zu prufen and auszu-
wahlen. Der KI ist gleichsam die Form einer Pflicht and eine Maxime ist 
die Materie. 

   Aus den folgenden Grunden scheint es, daB der KI das moralische Gute 
weder bestimmt noch objektiv feststellen kann, wenigstens was individuelle 
Maximen betrifft. Erstens lehrt der KI nur moralisch erlaubte, nicht aber ver-
bindliche Handlungen. Zweitens setzt der KI Maximen voraus, die nur subjektiv 
sind, um damit eine moralische Pflicht inhaltlich auszumachen . Drittens setzt das 
Verfahren der Prufung der Maximen einige empirische Erkentnisse voraus. 

   Also mussen wir das moralische Gute unter einem anderen Gesichtspunkt 
betrachten. Der Wille eines Subjekts, das an einem Reflexionsprozel3 teilnimmt, 
um dadurch seine Maxime unter verschiedenen subjekiven Bedingungen noch 
demselben KI entsprechend zu prufen, and immer objektivere moralische Pflich-
ten zu suchen, darf moralisch gut heiBen. Der KI lehrt das moralische Gute in 
diesem Sinne unabhangig von alien Erfahrungen, and bedingt so die Moglichkeit 
aller moralischer Handlungen.
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